
省

令

告

示

名

称
日
本
共
産
党
本
部
周
辺
地
域

期

間
平
成
二
十
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
五
月
十
六
日
ま
で

地

域
東
京
都

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
丁
目

千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
一
番
か
ら
三
十

二
番
ま
で
（
た
だ
し
、
二
十
四
番

に
つ
い
て
は
、
特
別
区
道
第
一
〇

五
三
号
路
線
の
部
分
に
限
る
。）

代
々
木
一
丁
目

側
端
の
一
方
の
み
が
右
の
区
域
に
含
ま
れ

る
道
路
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い

道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一

方
が
右
の
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並

び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交

差
点

平成™—年œ月˜›日 水曜日 第›Ÿ™�号官 報

五
の
^

の
ア
中
「
シ
ヤ
ム
テ
種
」
を
「
シ
ャ
ム
テ
種
」

に
、「
ス
ウ
イ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
」
を
「
ス
ウ
ィ
ー
ト
オ
レ
ン

ジ
」
に
、「
〇
・
五
度
に
な
つ
た
」
を
「
摂
氏
〇
・
五
度
に

な
っ
た
」
に
、「
一
・
五
度
に
な
つ
た
」
を
「
摂
氏
一
・
五

度
に
な
っ
た
」
に
、「
温
度
」
を
「
温
度
以
下
」
に
改
め
、

同
イ
中
「
〇
・
五
度
に
な
つ
た
」
を
「
摂
氏
〇
・
五
度
に

な
っ
た
」
に
、「
一
・
五
度
に
な
つ
た
」
を
「
摂
氏
一
・
五

度
に
な
っ
た
」
に
、「
温
度
」
を
「
温
度
以
下
」
に
改
め
、

同
ウ
中
「
ス
ウ
イ
ー
テ
イ
」
を
「
ス
ウ
ィ
ー
テ
ィ
及
び
レ

モ
ン
」
に
、「
一
・
五
度
に
な
つ
た
」
を
「
摂
氏
一
・
五
度

に
な
っ
た
」
に
、「
温
度
」
を
「
温
度
以
下
」
に
改
め
、
同

エ
中
「
一
・
〇
度
に
な
つ
た
」を「
摂
氏
一
・
〇
度
に
な
っ

た
」
に
、「
一
・
五
度
」
を
「
摂
氏
一
・
五
度
」
に
改
め
、

同
_

中
「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
植
物
防
疫
機
関
」
を
「
イ
ス
ラ

エ
ル
植
物
防
疫
機
関
」
に
改
め
る
。

六
の
^

中
「
実
施
さ
れ
た
」
を
「
実
施
さ
れ
て
い
る
」

に
改
め
、
同
_

中
「
実
施
さ
れ
た
」
を
「
実
施
さ
れ
て
い

る
」
に
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
植
物
防
疫
機
関
」
を
「
イ
ス
ラ

エ
ル
植
物
防
疫
機
関
」
に
改
め
、
同
ア
中
「
あ
つ
て
」
を

「
あ
っ
て
」
に
、「
行
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ
て
い
る
」
に

改
め
、
同
イ
中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、「
開
始
さ

れ
た
」
を
「
開
始
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。

七
中
「
チ
チ
ユ
ウ
カ
イ
ミ
バ
エ
」
を
「
チ
チ
ュ
ウ
カ
イ

ミ
バ
エ
」
に
改
め
る
。

八
中
「
各
生
果
実
に
は
」
を
「
生
果
実
の
各
こ
ん
包
又

は
束
ね
た
こ
ん
包
に
は
、」
に
、「
の
表
示
が
な
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
そ
の
こ
ん
包
に
は
、」
を
「
及
び
」
に
改
め

る
。

四

生
産
地
に
お
け
る
消
毒

蒸
熱
処
理
施
設
に
お
い
て
、
生
果
実
の
中
心
部
の
温

度
を
摂
氏
四
十
三
度
ま
で
上
げ
、
そ
の
後
、
飽
和
蒸
気

を
使
用
し
て
、
生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
を
摂
氏
四
十

六
・
五
度
と
し
、
そ
の
温
度
以
上
で
二
十
分
間
消
毒
す

る
こ
と
。

五

植
物
防
疫
官
に
よ
る
確
認

三
の
^

の
検
査
及
び
四
の
消
毒
が
的
確
に
行
わ
れ
た

こ
と
が
植
物
防
疫
官
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
こ
と
。

六

こ
ん
包
及
び
こ
ん
包
場
所

^

消
毒
さ
れ
た
生
果
実
は
、
ミ
バ
エ
類
の
侵
入
す
る

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
材
料
に
よ
り
こ
ん
包

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

_

^

の
こ
ん
包
は
、
ミ
バ
エ
類
の
侵
入
す
る
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
所
で
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
。

`

各
こ
ん
包
又
は
束
ね
た
こ
ん
包
に
は
、
マ
レ
ー
シ

ア
植
物
防
疫
機
関
に
よ
る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

七

表
示

三
の
^

の
検
査
及
び
四
の
消
毒
が
行
わ
れ
た
生
果
実

の
各
こ
ん
包
又
は
束
ね
た
こ
ん
包
に
は
、
輸
出
植
物
検

疫
が
終
了
し
て
い
る
旨
及
び
仕
向
地
が
日
本
で
あ
る
旨

の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
三
十
六
号

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）

第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
年
五
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
二
の
項
植
物
の
欄
中
「
及
び
第
四
十
八
」
を

「
、
第
四
十
八
及
び
第
五
十
」
に
改
め
、
同
表
の
付
表
第

六
中
「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
」
を
「
イ
ス
ラ
エ
ル
」
に
、「
並
び

に
ポ
メ
ロ
」
を
「
、
ポ
メ
ロ
並
び
に
レ
モ
ン
」
に
改
め
、

同
表
の
付
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十

マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経

由
し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る
ハ
ル
マ
ニ
ス
種
の
マ
ン
ゴ

ウ
の
生
果
実
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基

準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
五
号

国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館
等
周
辺
地
域

の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第

九
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
衆
議
院
議
長

の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
地
域
を
政
党
事
務
所
周
辺

地
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

総
務
大
臣

増
田

寛
也

〇
法
務
省
告
示
第
二
百
六
十
六
号

戸
籍
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
市

長
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
戸
籍
事
務
を
取
り
扱

う
市
区
町
村
長
に
指
定
す
る
。

こ
の
指
定
は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
効
力

を
生
ず
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

法
務
大
臣

鳩
山

¤
夫

高
知
県
室
戸
市
長

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
十
四
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
二
年
三
月
二
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
三
十
八
号

（
イ
ス
ラ
エ
ル
国
産
シ
ャ
ム
テ
種
及
び
バ
レ
ン
シ
ア
種
の

ス
ウ
ィ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
、グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
、ス
ウ
ィ
ー

テ
ィ
並
び
に
ポ
メ
ロ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

一
中
「
シ
ヤ
ム
テ
種
」
を
「
シ
ャ
ム
テ
種
」
に
、「
ス
ウ

イ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
」
を「
ス
ウ
ィ
ー
ト
オ
レ
ン
ジ
」に
、「
並

び
に
ポ
メ
ロ
」
を
「
、
ポ
メ
ロ
並
び
に
レ
モ
ン
」
に
、「
あ

つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
」
を
「
イ

ス
ラ
エ
ル
の
」
に
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
植
物
防
疫
機
関
」
を

「
イ
ス
ラ
エ
ル
植
物
防
疫
機
関
」
に
改
め
る
。

三
の
^

中
「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
植
物
防
疫
機
関
」
を
「
イ

ス
ラ
エ
ル
植
物
防
疫
機
関
」
に
改
め
、
同
_

の
ア
中
「
チ

チ
ユ
ウ
カ
イ
ミ
バ
エ
」
を
「
チ
チ
ュ
ウ
カ
イ
ミ
バ
エ
」
に

改
め
る
。

四
の
^

中
「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
内
」
を「
イ
ス
ラ
エ
ル
内
」

に
、「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
国
植
物

防
疫
機
関
」
を
「
イ
ス
ラ
エ
ル
植
物
防
疫
機
関
」に
改
め
、

同
_

及
び
`

中
「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
、「
イ
ス
ラ

エ
ル
国
植
物
防
疫
機
関
」
を
「
イ
ス
ラ
エ
ル
植
物
防
疫
機

関
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
十
五
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
五
十
の
規
定
に
基
づ
き
、

マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
発
送
さ
れ
る
ハ
ル
マ
ニ
ス
種
の
マ
ン
ゴ

ウ
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

一

植
物
及
び
地
域

ハ
ル
マ
ニ
ス
種
の
マ
ン
ゴ
ウ
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、

マ
レ
ー
シ
ア
の
う
ち
、
マ
レ
ー
シ
ア
植
物
防
疫
機
関
が

濃
密
な
病
害
虫
防
除
が
行
わ
れ
る
地
区
と
し
て
指
定
し

た
地
域
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

輸
送
方
法

船
積
貨
物
又
は
航
空
貨
物
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三

生
産
地
に
お
け
る
検
査
及
び
証
明

^

マ
レ
ー
シ
ア
植
物
防
疫
機
関
に
よ
り
検
査
さ
れ
、

か
つ
、
そ
の
検
査
の
結
果
、
検
疫
有
害
動
植
物
が
付

着
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
、
又
は
信
ず
る
旨
記
載

さ
れ
て
い
る
マ
レ
ー
シ
ア
植
物
防
疫
機
関
が
発
行
し

た
植
物
検
疫
証
明
書
が
添
付
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

_

^

の
植
物
検
疫
証
明
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ア

ミ
カ
ン
コ
ミ
バ
エ
種
群
及
び
ウ
リ
ミ
バ
エ
（
以

下
「
ミ
バ
エ
類
」
と
い
う
。）に
侵
さ
れ
て
い
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

四
の
消
毒
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
十
六
号

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
）
第
十
七

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
団
法
人
自
然
農
法

国
際
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
認
定
に
関
す
る
業
務
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
業
務
を
休
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

一

休
止
す
る
業
務

有
機
農
産
物
の
生
産
行
程
管
理
者
、
有
機
加
工
食
品

の
生
産
行
程
管
理
者
、
有
機
農
産
物
の
小
分
け
業
者
及

び
有
機
加
工
食
品
の
小
分
け
業
者
の
新
規
登
録
申
請
の

受
付
業
務

二

休
止
期
間

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
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